
総合科学技術会議等の役割
活 動 根 拠

総
合
科
学
技
術
会
議(

本
会
議
）

・科学技術の基本的な政策
(例;基本計画(案))の決定、
大臣に意見
(注;基本計画決定は閣議)

・科学技術に関する予算等
資源の配分方針の決定

・科学技術振興に関する重
要事項を審議､大臣に意見

・大規模研究開発等の評価

｢内閣府設置法｣
第26条 総合科学技術会議(以下･･｢会議｣という｡)は､次に掲げ
る事務をつかさどる｡
一 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的
な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること｡
二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関
する予算､人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方
針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議す
ること｡
三 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要
な研究開発について評価を行うこと｡
四 第一号に規定する基本的な政策及び第二号に規定する重要
事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べる
こと｡

参考資料５



会議名

活 動 根 拠

科
学
技
術
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
政
策
推
進
専
門
調
査
会

・第4期基本計画の推進
体制の決定

・重点的･優先的な骨太
の課題､政策､施策につ
き審議､提言･提案
(例;科学技術重要施策
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの決定､第4期
基本計画のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ)

・ｼｽﾃﾑ改革の方向性につ
き審議､提言･提案

⇒結果は本会議へ｡本会
議の結論が政府の基本
的な科学技術政策とな
る｡

｢科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会の設置等について(平成23年8
月11日総合科学技術会議)｣
科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会は､第4期科学技術基本計画

に沿った政策の確実な推進を図るため､同計画に掲げられた｢震災から
の復興､再生｣､｢ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ｣､｢ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ｣､｢基礎研究及び人材
育成｣等の重要事項に関して､PDCAｻｲｸﾙの実効性の確保を含めた､科学
技術に関する基本的な政策の推進に係る事項について調査・検討を行う｡

｢科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会 任務及び期待される成果(平
成24年3月21日科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会)｣
(1)任務;
第4期科学技術基本計画に基づき､科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを一体的に展開

し､国際競争力の向上に資する､重点的かつ優先的に取り組むべき骨太
の課題､政策､施策､並びに科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進に向けたｼｽﾃﾑ改
革を進めるための取組の方向性について審議を行い､提言･提案をまと
める｡
(2)期待される成果;
本調査会の審議結果は､総合科学技術会議(以下､本会議)へ付議され、

総理および科学技術政策担当大臣を含む関係閣僚を交えて議論される
こととなり､本会議にて一定の結論が得られた場合には､政府の基本的な
科学技術政策となり、関係府省の政策へ具体的に反映され実施される。



活 動 根 拠

戦
略
協
議
会

・科学技術重要施策ｱｸ
ｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ(案)をとり
まとめ､専門調査会
へ提案

・仕組み/ｼｽﾃﾑ改革を
とりまとめ､専門調
査会に提案

・上記提案事項のPDCA
を実施

｢｢復興･再生戦略協議会｣｢ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ戦略協議会｣｢ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
戦略協議会｣の設置について(平成24年3月21日科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政
策推進専門調査会)｣
＜任務＞
●震災からの復興・再生､ｸﾞﾘｰﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ､ﾗｲﾌｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝそれぞれの
課題達成の観点から､ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを実現するために必要なｼｽﾃﾑ改革
(規制･制度改革､導入促進策等)を含め､府省の枠組みを超えて国と
して推進すべき戦略､取組内容案を具体化する｡
●上記戦略等のPDCAｻｲｸﾙを実施する｡
●産学官をはじめ､多様で幅広い関係者の連携･協力を行う場とし
ての役割を果たす｡
＜期待される成果＞
●科学技術重要施策ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ(案)を取りまとめ､科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮ
ﾝ政策推進専門調査会へ提案する｡
●ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを実現するために必要なｼｽﾃﾑ改革(規制･制度改革､導入
促進策等)を取りまとめ､科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会へ
提案する｡

基
礎
研
究
及
び
人
材

育
成
強
化
部
会

・具体的な提言を取り
まとめ､専門調査会
に提案

｢｢基礎研究及び人材育成部会｣の設置について(平成24年3月21日科
学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調査会)｣
＜任務＞
国際的な動向を踏まえて､基礎研究及び人材育成関係施策に関し､
これまでの取組も活用した具体的な提言を取りまとめる｡
＜アウトプット＞
具体的な推進方策を取りまとめ､科学技術ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ政策推進専門調
査会へ提案する｡



P D C A

本会議
・基本計画の
決定

・改善指示

科学技術イノベー
ション政策推進専
門調査会

・基本計画
（案）の策定

（各府省にお
ける施策の
実施）

・評価方法の策定

・第Ⅱ章システム改
革や第Ⅴ章の評価

・戦略協議会等での
評価も踏まえ、全体
の総括評価

・第４期期間中
に取り組む改
善策の策定

・第５期基本計
画に向けた検
討

科学技術イノベー
ション戦略協議会

（復興再生・グ
リーン・ライフ）

（各府省にお
ける施策の
実施）

第Ⅱ章に関する課
題の評価

基礎研究及び人
材育成部会

（各府省にお
ける施策の
実施）

第Ⅳ章に関する評
価

（大臣・有識者議
員会合）

総合科学技術会議等の役割（補足）
（例；第４期基本計画フォローアップに関する主な取組）

参考資料５
補足
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